
滋賀県知事　　三日月　大造

１　処分の原因となった事実

　　建設業法第12条（第17条において準用する場合を含む。）の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５号に該当する。

２　建設業の許可の全部を取り消したもの

商号または
名称

代表者 主たる営業所の所在地 許可番号

R5.9.7 共和工務店 石川　羊次郎 高島市安曇川町西万木104－13
（般－３）
第８０７３６号

建・大・屋・タ・内

R5.9.8
株式会社関西水資源
管理サービス

諸原　永大 大津市日吉台１－10－１
（般－２）
第１１４０４号

土・と・石・管・鋼・舗・しゅ・塗・
水

R5.9.13 中村工務店 中村　秀 守山市水保町1154－22
（般－３）
第２３１５８号

建

R5.9.14 Ｋ’ｓ総合建設 川上　育男 長浜市新庄寺町282－８
（般－３）
第６１３２９号

土・と

R5.9.15 速水林業 速水　久行 長浜市小谷郡上町505
（般－２）
第６０３８０号

建

R5.9.15 中尾組 中尾　龍二 長浜市鳥羽上町436－２
（般－３）
第６０９２１号

土・と・水・解

R5.9.15
株式会社オーレック
ス

奥村　博 湖南市石部北１－５－21
（般－４）
第３１０１６号

と・電・管・機・消

（般－２）
第４２５７４号

園

（般－４）
第４２５７４号

土

R5.9.27 株式会社近藤電工 近藤　信也 大津市坂本７－34－５－Ａ103
（般－１）
第１３２７３号

電・鋼

R5.9.29 しもかわ工務店 下川　幸雄 長浜市高月町横山２
（特－４）
第７０２８３号

土・建・と・水

　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により次のとおり建設業者の許可を取り消したので、同法第29条の５第１項の規定によ
り公告する。

令和5年10月12日

処分年月日

処分を受けた者
取り消した
建設業の種類

R5.9.22 株式会社和田増 和田　祥子 近江八幡市大工町26



３　建設業の許可の一部を取り消したもの

商号または
名称

代表者 主たる営業所の所在地 許可番号

R5.9.8
株式会社Ｓ．Ｈ．
Ｂ．

古川　浩二 彦根市原町180－57
（般－３）
第５０８１１号

園・水

R5.9.8 株式会社匠工房 関　孝治 野洲市西河原１－2227
（特－４）
第２２５９８号

と・具

R5.9.8 ＬＨＫ株式会社 葉山　尚孝 彦根市大東町13－１
（般－４）
第２３２１１号

解

R5.9.8
ファーストレイク株
式会社

内貴　千歳 草津市志那中町４－１
（般－３）
第２２７５４号

土・舗・しゅ・水

R5.9.14
ダイワエレクス株式
会社

永田　浩志 栗東市林570－３
（特－１）
第２２２９３号

土・と

R5.9.29 株式会社大和瓦店 小川　和隆 彦根市野瀬町138－15
（般－３）
第５２１３５号

建

処分年月日

処分を受けた者
取り消した
建設業の種類


